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電算帳票作成業務委託基準 

 

１ 適用範囲 

本基準は、職員が工事費を積算する際の補助業務として、電算帳票の作成作業を建設コンサル

タントへ委託するものに適用する。 

 

２ 業務内容 

「電算帳票作成業務特記仕様書」及び発注者より受注者に貸与する図面、資料等により、  

「電算帳票作成業務フロー図」に従い、データリスト（鏡、本工事費内訳書、明細書、単価表）

を作成するものとする。対象とする事業は、設計条件を明示する図書が整っている工事（「積算

条件が確定し、データ入力が可能なもの」をいう。）とする。 

 

３ 業務委託料の構成、積算方式等 

 業務委託料の構成、費目の内容、積算方式等については、設計業務等標準積算基準書第３編  

第１章設計業務等積算基準による。 

 

４ 直接人件費 

当該業務に従事する技術者の人件費であり、次により算出するものとする。 

（標準） 

作業区分 単位 作業価格算定式 摘要 

作業打合 １件 Ｃ＝作業価格（円） 

打合回数：３回 

場所：発注機関 

Ｃ：作業価格（円） 

データリスト作成 １枚 Ｃ＝作業価格（円/枚）× Ⅹ（枚） 

受注者端末装置での作業 

Ｃ：作業価格（円） 

Ⅹ：データリスト枚数 

図面修正 １枚 Ｃ＝作業価格（円/枚）× Ｙ（枚） 
Ｃ：作業価格（円） 

Ｙ：図面枚数 

資料整理Ａ １件 Ｃ＝作業価格（円） 

Ｃ：作業価格（円） 

設計業務等と一体で発注す

る場合 

 

（本業務を単体で発注する場合の資料整理） 

資料整理Ｂ １件 Ｃ＝作業価格（円） 

Ｃ：作業価格（円） 

本業務を単体で発注する場

合 

 



 

着手時打合せ

発注

業務契約

納品時打合せ

ID、PWの発行

金抜き設計書

データチェック

修正箇所指示

明積7コンサル版の操作

ID、PWの申請

金抜き設計書

データチェック

成果品提出

金抜き設計書

メール送信

打合せ記録簿

打合せ記録簿

電算帳票作成業務 フロー

作成

作成

データ、書類

発注者の処理

受注者の処理

受発注者の処理

技術政策課の処理

凡例

中間打合せ

打合せ記録簿

明積８コンサル版の操作 


